
リコール情報をよろしく 
注 
１ 

注２ 2013年には加湿器が
原因とされる火災が発生して
います。 
 その他にも、リコール対象の
暖房器具に起因する火災が
多数発生しています。 

注３ リコール情報は、事業者
だけでなく、様々な公的機関
からも公表されています。一覧
になっているサイトもありますの
で、時々チェックしましょう。 

注４ リコールの対象商品は、
ストーブや加湿器、エアコン、
洗濯機だけでなく、自転車用
幼児座席や温水洗浄便座な
ど様々なものがあります。 

注１ リコール対象商品が思
わぬところから見つかることもあ
ります。 
 もし見つけた場合は、事業
者に連絡をして、回収、返金、
交換、修理など対応方法を
確認しましょう。 

注５ 一度、家の中の家電製
品などについて確認しておきま
せんか？ 

【参考】 関係行政機関等のリコール情報サイト 

○ 消費者庁のリコール情報サイト http://www.recall.go.jp/ … リコール情報メール配信サービスの登録もできます。 

○ 経済産業省 製品安全サイト リコール情報 http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html 

○ 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE） 最近の社告・リコール http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html 

○ 国民生活センター 回収・無償修理等の情報 http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html 

【危害・危険情報】 

お問い合わせ先 
東京都生活文化局消費生活部生活安全課商品安全係 
電話番号：03-5388-3055 
ファックス番号：03-5388-1332 
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